


予備日に関する特別承認基準

施設利用の適正かつ円滑な運営を図るため、催事の性質上、不測の事態に備える必要があると認められる場合に限り、本予約に付随する「予備日」の無償仮予約を認める。

１. 承認基準（対象となる事由）
以下のいずれかに該当し、管理者が予備日の確保を不可欠と判断した場合に承認する。
（１）天候不順による代替日の確保 屋外または半屋外でのイベント等で、降雨・強風等の荒天時に開催が不可能であり、かつ延期開催をあらかじめ告知する必要がある場合。
（２）機材・設営の予備期間 極めて特殊な舞台設営、重量物の搬入、または高度なシステム構築を伴い、不測の機材トラブルや設営の遅延が事業全体の中止に直結する場合。
（３）公的・広域的な影響力 行政が後援する行事、または地域経済・教育への影響が大きく、不測の事態による「完全中止」を回避すべき合理的な理由がある場合。

２. 利用条件および制限
施設利用の公平性を維持するため、以下の制限を設ける。

（１）日数制限： 原則として、本予約1件につき３日を上限とする。

（２）無償の範囲： あくまで「枠の確保」を無償とするものであり、実際に予備日を利用した場合は、規定の利用料金を徴収する。

３. 取消・解放の義務
主催者は、予備日の利用が不要になったと判明した時点で、速やかに管理者に通知し、枠を一般利用に解放しなければならない。

４. その他
本基準は、施設側の保守点検や公的事業の予定と重複する場合は適用しない。
悪質な「抱え込み（安易な複数日の確保）」が認められた場合、以後の承認を取り消すことがある。



